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報雑

一
一
雑
報
一
一

北
海
道
大
学
法
学
部
法
学
会
記
事

(
昭
和
四

O
年
九
月
J
昭
和
四

O
年
一
一
月
)

法学会記事

八
、
九
月
二
回
自
〈
金
)
午
後
二
時
三

O
分
よ
り

O
「
ギ
ュ
ル
ヴ
イ
ヅ
チ
に
お
け
る
社
会
法
の
観
念
に
つ
い
て
」

報

告

者

中

村

陸

出
席
者
一
八
名

今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
社
会
学
(
法
社
会
学
)
の
泰
斗
ギ
ュ
ル

ヴ
ィ
ッ
チ
の

ι
3ご

g
n
E
の
概
念
の
中
核
は
、
「
規
範
的
事
実
」

E
Z
ロ
2
5
5『
凹
と
い
う
法
と
社
会
的
事
実
の
接
点
を
な
す
概
念
で

あ
る
。
一
九
一
二

0
年
代
に
発
表
さ
れ
た
彼
の
社
会
法
の
法
思
想
史
的
研

究
の
正
確
・
詳
細
な
紹
介
を
通
じ
て
、
ギ
ュ
ル
ヴ
イ
ヅ
チ
法
社
会
学
理

解
の
核
心
に
迫
り
、
ま
た
法
の
社
会
化
の
傾
向
に
つ
い
て
示
唆
す
る
と

こ
ろ
が
あ
っ
た
。
出
席
会
員
か
ら
フ
ラ
ン
ス
法
社
会
学
は
概
念
論
的
・

ム

l
ド
的
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
批
評
が
出
た
り
し
た
が
、
中
村
助

手
渡
仏
留
学
に
お
け
る
こ
の
方
面
で
の
研
究
に
も
期
待
し
た
い
。

研
究
会
後
、
同
助
手
の
壮
途
を
祝
し
て
歓
送
ビ
ア
・
パ
ー
テ
ィ
を
行

った。

男

九
、
一

O
月
八
日
(
金
)
午
後
一
時
ご
一

O
分
よ
り

O
「
憲
法
の
平
和
主
義
と
生
活
権
」

防
衛
力
の
司
法
審
査

恵
庭
事
件
と
生
活
権

深

瀬

久

回

出
席
者
二
一
名

六
月
一
一
日
の
永
井
教
授
を
閉
む
政
治
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
ち
が
っ

て
、
憲
法
の
平
和
主
義
の
法
律
学
的
ア
プ

?
l
チ
を
め
ぐ
り
議
論
し
た
。

防
衛
の
政
策
・
戦
略
論
と
憲
法
解
釈
論
と
は
緊
密
に
関
係
し
つ
つ
、
な

お
裁
然
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
問
者
の
綜
合
的

理
解
未
だ
し
の
感
が
強
い
。
騒
音
に
よ
る
被
害
例
と
し
て
、
公
害
問
題

と
も
関
係
あ
り
。

一
O
、一

O
月
二
九
日
(
金
〉
午
後
一
時
一
一
一

O
分
よ
り

O
「
所
有
権
確
認
の
訴
の
利
益
不
存
在
の
諸
形
態
」

報

告

者

能

勢

弘

之

出
席
者
九
名

一
二
の
判
決
の
検
討
を
通
じ
て
、
確
認
の
訴
の
利
益
不
存
在
の
「
パ

タ
ー
ン
」
を
区
別
し
、
そ
こ
か
ら
七
つ
の
「
命
題
」
を
抽
出
す
る
。
数

理
法
学
的
な
方
法
の
適
用
の
試
み
と
い
え
よ
う
。
そ
の
実
益
、
学
問
的

育
法
裁
、
他
の
テ
!
?
へ
の
適
用
の
可
否
等
に
つ
い
て
議
論
し
あ
っ
た
。

一
一
、
一
一
月
一
一
一
日
(
金
〉
午
後
一
後
三

O
分
よ
り

O
「
川
島
武
宜
編
著
農
家
相
続
と
農
地
」

紹
介
書
評
報
告
者

報
告
者" 

菅米山

原倉畠

栄忠正勝

正
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石

川

出
席
者
一
四
名

農
業
基
本
法
三
ハ
条
が
意
図
す
る
農
地
の
単
独
相
続
に
よ
る
農
業
経

営
等
の
細
分
化
防
毒
爪
の
前
提
と
し
て
、
現
実
に
民
法
の
均
分
相
続
規

定
に
起
因
す
る
農
地
の
細
分
化
の
事
実
あ
り
や
を
全
国
的
に
六
六

O
一戸

に
あ
た
っ
て
調
査
し
た
。
そ
の
結
果
消
極
的
事
実
が
明
ら
か
と
な
り
、

実
態
上
は
依
然
死
後
単
独
相
続
が
多
く
〈
約
六
割
)
、
農
地
の
細
分
化
は

よ
り
基
本
的
な
経
済
的
・
社
会
的
条
件
に
起
因
す
る
と
い
う
デ
!
タ
ー

が
整
序
さ
れ
た
。
調
査
の
方
法
や
着
限
点
に
つ
い
て
、
と
く
に
死
後
相

続
の
ほ
か
生
前
分
与
を
調
査
対
象
と
し
た
点
な
ど
、
流
石
は
法
社
会
学

の
先
進
部
門
と
感
心
。
北
海
道
と
鹿
児
島
に
共
同
相
続
の
率
、
が
割
に
多

い
が
な
ぜ
か
な
ど
に
つ
い
て
も
議
論
。
小
林
(
巴
〉
教
授
は
、
農
地
所
有

の
均
分
化
は
け
つ
こ
う
だ
が
、
農
業
経
営
の
分
割
の
不
可
な
る
所
以
を

力
説
さ
れ
た
。
農
村
(
業
)
の
祈
筏
化
・
現
代
化
の
問
題
、
農
業
経
営
学

や
政
策
の
問
題
と
も
か
ら
み
、
広
汎
で
む
つ
か
し
い
問
題
で
あ
る
。

一
二
、
一
一
月
二
六
日
(
金
)
午
後
一
時
三

O
分
よ
り

O
「
公
害
に
つ
い
て
」

|
|
石
狩
川
汚
水
の
問
題
|
|

法学会・公法研究会記事

紹
介
者

石管米中川

川原倉川井

恒

失

良

夫伴明延健

恒勝

出
席
者
一
一
一
一
名

序
言
と
し
て
公
害
一
問
題
一
般
に
ふ
れ
、
本
論
と
し
て
、
第
一
章
実
態

論
、
国
策
パ
ル
プ
旭
川
工
場
の
廃
水
と
農
民
被
害
、
工
場
側
の
対
応
、

紛
争
に
つ
い
て
の
旭
川
市
お
よ
び
道
庁
の
役
割
が
紹
介
さ
れ
、
第
二
章

紛
争
処
理
に
あ
た
っ
た
当
事
者
の
被
・
加
害
、
権
利
・
法
の
意
識
分
析
を

通
じ
て
い
わ
ば
法
に
よ
ら
ぬ
政
治
的
和
解
に
達
し
た
経
緯
を
解
明
し
、

結
論
的
第
三
章
で
は
公
害
の
未
然
防
止
と
紛
争
処
理
に
つ
い
て
法
制
度

的
観
点
か
ら
展
望
す
る
。
整
然
と
し
て
み
ご
と
な
チ
l
ム
・
ワ
ー
ク
に
よ

る
調
査
報
告
で
あ
っ
た
。
農
民
に
被
害
が
あ
る
が
壊
滅
的
と
い
う
程
で

な
く
、
正
確
な
額
を
算
定
す
る
こ
と
が
む
つ
か
し
い
と
い
っ
た
ボ
ー
ダ

ー
・
ラ
イ
ン
・
ヶ
l
ス
セ
こ
そ
、
企
業
・
農
民
・
公
権
力
三
者
の
関
係
が

力
に
よ
っ
て
決
ま
る
度
が
強
い
と
い
え
そ
う
だ
。
本
ケ
l
ス
で
は
農
民

を
動
員
し
た
リ
ー
ダ
ー
の
力
伺
へ
の
依
存
度
が
強
く
、
約
一
億
の
金
を

せ
し
め
た
し
、
ま
た
一
寸
理
解
に
苦
し
む
よ
う
な
使
途
と
も
な
っ
た
と

い
え
よ
う
。
公
害
の
公
法
的
規
制
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
議
論
し
た
。

北
海
道
大
学
法
学
部
公
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四

O
年
九
月
J
昭
和
四

O
年
十
一
月
)

六
‘
九
月
十
七
日
(
金
〉
判
例
研
究

。
食
糧
管
理
法
施
行
令
八
条
の
委
任
の
範
囲
と
同
施
行
規
則
三
九
条

(
福
岡
高
裁
昭
和
三
九
年
一
一
一
月
七
日
、
判
例
時
報
三
七
五
号
八
一
一
貝
)

小

岩

洋

関
税
法
の
没
収
・
追
徴
に
関
す
る
四
つ
の
大
法
廷
判
例
(
最
高
裁
昭

O 
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報

和
三
九
年
七
月
一
日
、
判
例
時
報
三
七
七
号
二
頁
)古

JII 

邦

雄

雑

七
、
一

O
月
一
日
(
金
)
判
例
研
究

。
市
議
会
議
員
に
対
す
る
記
念
品
料
の
支
給
が
違
法
と
さ
れ
た
事
例

(
最
高
裁
昭
和
三
九
年
七
月
一
四
日
、
判
例
時
報
三
七
八
号
九
頁
)

中

村

睦

男

O

駐
留
軍
の
施
設
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
土
地
、
建
物
を
ゴ
ル
フ
場

と
し
て
使
用
す
る
の
は
本
来
の
目
的
に
そ
わ
な
い
(
東
京
地
裁
昭
和
三
一

九
年
六
月
二
七
日
、
判
例
時
報
三
七
七
号
一
一
一
一
一
員
)笹

JII 

紀

勝

公法・刑事法・政治学研究会記事

八
、
十
月
二
二
日
(
金
)
判
例
研
究

。
行
政
処
分
無
効
確
認
訴
訟
が
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
事
例
(
東
京
地

裁
昭
和
三
九
年
六
月
二
四
日
、
判
例
時
報
三
七
七
号
二
六
頁
)

千

葉

瑞

穂

O
税
法
の
解
釈
態
度
(
東
京
地
裁
昭
和
三
九
年
五
月
二
八
日
、
判
例
時

報

三

七

八

号

一

一

一

貝

)

今

村

成

和

O

勾
留
中
の
被
疑
者
の
基
本
的
人
権
(
東
京
地
裁
昭
和
三
九
年
七
月
二

九

日

、

判

例

時

報

三

七

九

号

一

二

頁

〉

栃

内

昌

子

九
、
十
一
月
五
日
(
金
〉
判
例
研
究

。
高
令
者
で
あ
る
こ
と
を
一
応
の
基
準
と
し
て
な
さ
れ
た
町
職
員
の
待

令
処
分
と
憲
法
一
四
条
地
公
法
一
一
一
一
条
(
最
高
裁
昭
和
三
九
年
五
月
二

七

日

、

判

例

時

報

三

七

九

号

九

頁

〉

深

瀬

忠

一

O

行
政
行
為
の
公
定
力
及
び
範
囲
(
東
京
地
裁
昭
和
三
九
年
六
月
一
一
一
一
一

目
、
判
例
時
報
三
八

O
号
二
二
頁
)

居

{言

鳥

。
租
税
法
規
の
解
釈
(
東
京
地
裁
昭
三
九
年
七
月
一
八
日
、
判
例
時
報

三

八

二

号

一

八

頁

)

秋

山

義

昭

十
、
十
一
月
十
九
日
(
金
〉
判
例
研
究

O

安
保
デ
モ
と
警
察
機
動
隊
長
の
不
法
行
為
(
東
京
地
裁
昭
和
三
九
年

六
月
一
九
日
、
判
例
時
報
三
七
五
号
六
頁
)
熊
本
信
夫

。
上
訴
回
復
請
求
が
認
容
さ
れ
た
事
例
(
最
高
裁
昭
和
三
九
年
七
月
一

七

日

、

判

例

時

報

三

八

二

号

四

八

頁

)

中

村

良

一

北
海
道
大
学
法
学
部
刑
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四

O
年
九
月
J
昭
和
四

O
年
一
一
月
)

六
、
一
一
月
一
一
一
一
月
(
土
)
判
例
研
究

O

刑
法
一
七
七
条
に
つ
き
身
分
の
な
い
者
が
身
分
の
あ
る
者
と
共
謀
し

て
そ
の
犯
罪
行
為
に
加
功
す
れ
ば
同
法
六
五
条
一
項
に
よ
り
強
姦
罪
の

共
同
正
犯
が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
事
例
(
最
高
裁
昭
和
四

O
年
一
一
一
月
三

O
日
判
例
時
報
四

O
八

号

四

八

頁

)

大

淵

武

男

O

捜
査
手
続
に
重
大
な
違
法
行
為
が
あ
る
と
し
て
、
憲
法
三
一
条
を
根

拠
と
し
て
公
訴
棄
却
を
言
い
渡
し
た
事
例
(
大
森
簡
裁
昭
和
四

O
年
四

月
五
日
、
判
例
時
報
四
一
五
号
一
一
一
一
一
良
〉
千
葉
瑞
穂

北
海
道
大
学
法
学
部
政
治
学
研
究
会
記
事

(
昭
和
四

O
年
九
月
J
昭
和
四

O
年
一
一
月
)

て
読
書
会
(
毎
月
二
回
輪
番
制
)

， 

之

北法16(2・3-184)353



回
。
m
ロω
吋
【
】

(
U
2
n
r
H
H口
《
凶
ゆ
『
。
ロ
円
。
。
『

H
V
C
Z
Z
E

二
、
十
一
月
十
九
日
(
金
)

ζ
5
E己

O
件
2
r
D
3
H
刷
耐
え
芯
ロ
色
町
田
宮
市
C
宮
山
口
回

紹

介

阿

部

北
海
道
大
学
法
学
部
民
事
法
研
究
会
記
事

(
昭
和
四

O
年
九
月
J
昭
和
四

O
年
一
一
月
)

政治学・民事法研究会記事

七
、
九
月
一
七
日
(
金
)
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O
株
主
総
会
に
お
け
る
株
式
会
社
役
員
退
職
慰
労
金
支
給
に
関
す
る

「
金
額
、
支
給
期
日
、
支
払
方
法
を
取
締
役
会
に
一
任
す
る
」
と
の
決

議
を
有
効
と
し
た
事
例
(
民
集
一
八
巻
一

O
号
一
二
四
三
頁
)

松

田

武

O

狂
犬
病
予
防
接
種
に
よ
る
後
麻
痔
症
の
発
生
に
つ
き
医
師
の
過
失
責

任
が
認
め
ら
れ
た
事
例
(
民
集
一
八
巻
九
号
一
九
二
七
頁
)

石

川

恒

夫

O
商
標
権
が
営
業
廃
止
に
よ
り
消
滅
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
そ
の
不

存
在
確
認
お
よ
び
抹
消
登
録
手
続
の
請
求
と
訴
の
利
益
(
民
集
一
八
巻

九

号

一

九

九

二

頁

)

半

田

正

夫

八
、
一

O
月
一
日
(
金
)
特
別
報
告

O
著

作

権

の

一

元

的

構

成

半

田

O
流

通

過

程

に

お

け

る

所

有

権

留

保

米

倉

九
、
一
一
月
五
日
(
金
〉
最
高
裁
判
所
判
例
研
究

O

一
、
家
屋
所
有
権
の
移
転
と
賃
貸
人
の
地
位
の
承
継

四正

二
、
家
屋
所
有
権
の
移
転
に
よ
る
賃
貸
人
の
地
位
の
承
継
に
関
し
審

理
不
尽
の
違
法
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
(
民
集
一
八
巻
七
号
一
三
五
四

頁

)

大

淵

武

ø~ 

O 

ス
ト
ラ
イ
キ
を
理
由
と
す
る
賃
金
の
削
減
が
で
き
る
固
定
給
と
認
め

明夫

た
判
断
に
審
理
不
尽
の
違
法
が
あ
る
と
さ
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